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　１２月２６日、門別温泉とねっこの湯で苫小牧信用金庫（窪田護

理事長）が日高町にＡＥＤ（自動体外式除細動器）５台分（５０万

円相当）を寄付されました。

　昭和２３年創立の苫信は平成２０年で６０周年を迎えることとな

り記念事業として平成１８～２２年の５年間、指定金融機関と

なっている胆振・日高の１市５町に地域貢献として資金支援

を行うこととし今回の寄付となりました。

　目録を受け取った三輪町長は「合併時にも寄付を頂いてお

り、大変感謝しております。有事の際には職員一同が使えるよ

う備えたい。」とあいさつしました。

　町では、これを機にＡＥＤを町内８施設に設置するほか、携帯用２台も日高・門別両地区に配置すること

にしました。
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　沙流川と共生する街づくりを目指すNPO法人「沙流川愛ク

ラブ」（木本勲理事長）の設立を記念して第５回「沙流川と共

生する街づくり」講演会が５日、富川公会堂において、町・ひ

だか漁業協同組合・元町振興会の後援で開催されました。

　１月に道知事から認可を受けＮＰＯ法人となった同クラ

ブは富川さるがわせせらぎ公園周辺のゴミ拾いや講演会の

開催などを行ってきました。

　講演会では町民約１００人が参加。「沙流川の今後の河川整備

について」と題して道開発局室蘭開発建設部の安陪和雄次長

が、「沙流川と私」と題してＮＰＯ法人環境防災総合政策研究

機構理事の新谷融北海道大学名誉教授が講演をしてＮＰＯ法人となった新組織の門出に花を添えました。
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　日高西部消防本部、消防署、日高消防団合同の消防出初

め式が１月９日、門別総合町民センター前駐車場にて行わ

れました。

　青空がひろがる中、４分団、団員１２０名、車両９台で分列

行進し、防災の決意を新たに、威風堂々の勇姿をしめしま

した。

　その後、国旗掲揚を行い、日高西部消防組合管理者の三

輪町長と来賓約７０人の観閲を受けました。

　式典では管理者の式辞につづいて消防功労者への表彰

が行われ、来賓の方々からも「今後ともさらに地域住民の

信頼に応え、活躍されることを期待します。」と言葉をかけられていました。
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門
別
図
書
館
郷
土
資
料
館
児
童
図
書
コ
ー

ナ
ー（
ド
ー
ム
）で
の
コ
ン
サ
ー
ト
で
す
。

　

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
か
ら
オ
ペ
ラ
の
物
語
と
曲

を
楽
し
み
な
が
ら
、迫
力
あ
る
生
の
歌
声
を

体
感
し
て
く
だ
さ
い
。

○
日
時　

３
月　

日（
日
）

１１

　
　
　
　

開
場
…
午
後
６
時　

分
３０

　
　
　
　

開
演
…
午
後
７
時

　
　
　
　
（
約
１
時
間　

分
）

３０

※
閉
館
時
間
の
午
後
５
時
か
ら
開
場
ま
で
の

　

間
、図
書
館
に
は
滞
在
で
き
ま
せ
ん
。

○
場
所　

門
別
図
書
館
郷
土
資
料
館

　
　
　
　

児
童
図
書
コ
ー
ナ
ー

○
対
象　

一
般

　
　
　
　

入
場
は
小
学
校
高
学
年
以
上

　
　
　
　
（
小
・
中
学
生
は
、保
護
者
同
伴
）

○
定
員　
　

名
程
度（
椅
子
席
は　

名
分
）

７０

５０

○
入
場　

無
料（
整
理
券
を
配
布
し
ま
す
）

○
整
理
券
配
布
場
所

　

門
別
公
民
館
・
厚
賀
出
張
所
・
門
別
図
書
館

　

郷
土
資
料
館
・
日
高
図
書
館
郷
土
資
料
館
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「
つ
な
げ
よ
う　

ひ
ろ
げ
よ
う　

未
来
の

子
育
て
」を
テ
ー
マ
に
、子
育
て
や
教
育
に
関

心
の
あ
る
全
て
の
町
民
の
方
を
対
象
に
、「
２

０
０
７ 
ふ
れ
あ
い
広
場
」を
開
催
い
た
し
ま

す
。

○
日
時　

３
月　

日（
土
）

１０

　
　
　
　

午
前　

時
〜

１０

　
　
　
　
　
　
　

午
後
３
時　

分
ま
で

３０

○
会
場　

門
別
総
合
町
民
セ
ン
タ
ー

※
詳
し
く
は
、折
り
込
み
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く

　

だ
さ
い
。
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北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
の「
明
治
十
二
年

分
地
価
創
定
請
書　

租
税
課
」の
原
本
の
う

ち
か
ら
、日
高
国
沙
流
郡
佐
瑠
太
村
地
租
御

創
定
御
請
を
写
真
パ
ネ
ル
と
現
代
文
で
解
説

し
ま
す
。

○
日
時　

３
月　

日（
火
）

１３

　
　
　
　
　
　
　
　
　

〜
４
月
８
日（
日
）

○
時
間　

平
日
…
午
前　

時
〜
午
後
６
時

１０

　
　
　
　

土
日
…
午
前　

時
〜
午
後
５
時

１０

○
場
所　

門
別
図
書
館
郷
土
資
料
館

　
　
　
　

特
別
展
示
室

○
対
象　

町
民（
観
覧
料
は
無
料
で
す
。）

※
お
問
い
合
せ
は
、門
別
図
書
館
郷
土
資
料

　

館（
０
１
４
５
６
‐
２
‐
３
７
４
６
）ま
で
。
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　・日　時　　平成１９年３月７日（水）１９：００～２０：３０
　・会　場　　門別総合町民センター（福祉センター大ホール）
　・入場料　　１，２００円／前売券　１，５００円／当日券
　・入場券発売所
　　　　　　　門別福祉センター、門別公民館、門別図書館、役場富川・厚賀両出張所、日高町民センター
　　　　　　　写真のナガミネ、フレンド、ミュージックロード、佐藤時計店、スズキフォート
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　・日　時　　平成１９年３月２１日（水）１３：３０～１５：３０
　・会　場　　門別総合町民センター（スポーツセンターアリーナ）
　・入場料　　無料
　・演奏団体　恵庭北高等学校吹奏楽部・富川高等学校吹奏楽部・富川中学校吹奏楽部

※詳しくは、折り込みチラシをご覧ください。
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　◎移動献血車による日高町内の献血事業を次の日程で実施いたしますので、献血にご協力ください。

�������������	
��������������

�������������������������	
��������

��������������������	����
�����

�������������������������	
������

����������	
�����
���

�����������������������



��

��������	
��������������������� !"#$%&�'(�)

���������	
���������������

���������	
������������������������ !"��!�#$%&'

��������	
��
����������

��������	
��������������������� !"��#$�%&�'(��

���������	
���������

��������	
����������������������� !"#�$%�&'()

��������	
��	��������������������� �!"#$%&'(�

��������	
��		��

��������	
�����������	
���

���������������������		

�������������������������
　合併記念の交流スポーツ大会として、「みんなでやろうﾖ！スノーアドベンチャー」が開催されます。
　日高町の町民が、６～１０名でチームを作り、みんなで協力しあって『雪像つくり』にチャレンジします。
　是非、家族、友達等を誘い合って見に来てください。
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選手宣誓：笠原京平君選手宣誓：笠原京平 君
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保健福祉課

　℡ ０１４５６－２－６１８３

総合支所住民生活課

　℡ ０１４５７－６－３１７３
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日
高
地
区
で
は
、婦
人
会
の
方
を
中
心
に

７
月
よ
り　

月
ま
で
の
６
ヵ
月
間
、週
１
回
、

１２

運
動
教
室
を
実
施
し
ま
し
た
。本
事
業
は
、生

活
習
慣
病
等
の
疾
病
予
防
や
健
康
の
保
持
増

進
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
、こ
の
よ
う
に
連

続
的
な
運
動
指
導
は
、は
じ
め
て
で
し
た
。

　

本
事
業
は
、椅
子
に
座
り
な
が
ら
の
有
酸

素
運
動
を
主
軸
に
ス
ト
レ
ッ
チ
体
操
や
筋
力

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、さ
ら
に
歯
科
指
導
や
栄
養

指
導
を
盛
り
込
み
、よ
く
笑
い
、よ
く
動
き
、

よ
く
学
ん
だ
ま
さ
に
活
気
の
あ
る
教
室
で
し

た
。運
動
の
効
果
判
定
と
し
て
、事
業
開
始
時

と
事
業
終
了
時
に
体
力
測
定
と
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。そ
の
結
果
、６
ヶ
月

間
で
、　

回
実
施
し
、延
べ　

人
の
方
が
参
加

２５

３７６

（
１
回
平
均　

人
前
後
）し
、柔
軟
性
や
歩
行

１５

能
力
に
有
意
な
効
果
が
認
め
ら
れ
、『
便
秘
が

改
善
さ
れ
た
』、『
肩
こ
り
が
よ
く
な
っ
た
』、

『
息
切
れ
し
な
く
な
っ
た
』な
ど
の
体
調
に
よ

い
変
化
が
あ
ら
わ
れ
、な
に
よ
り『
多
く
の
人

と
交
流
で
き
楽
し
み
が
増
え
た
』と
運
動
以

外
の
メ
ン
タ
ル
面
に
も
効
果
が
あ
り
ま
し

た
。

　

よ
く
聴
く
生
活
習
慣
予
防
、耳
慣
れ
し
て

は
い
ま
せ
ん
か
？
今
ひ
と
つ
自
分
の
生
活
を

振
り
返
り
、運
動
と
食
事
に
気
を
配
り
、厳
寒

を
の
り
き
り
ま
し
ょ
う
。
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　　　　　　◇講演Ⅰ 「保育所・幼稚園などにおける支援」◇講演Ⅰ　「保育所・幼稚園などにおける支援」

◇講演Ⅱ 「学校における支援」　　　　　　◇講演Ⅱ　「学校における支援」
���������	�
��������������	�
�����

◎と き 平成１９年３月４日（日） 講演Ⅰ ９：３０～１２：００ 講演Ⅱ １３：３０～１５：３０　◎と　き　平成１９年３月４日（日）　講演Ⅰ　９：３０～１２：００　　講演Ⅱ　１３：３０～１５：３０
◎ところ 平取養護学校 静内ペテカリの園分校（新ひだか町静内ときわ町１丁目１－３５）静内高校裏　◎ところ　平取養護学校　静内ペテカリの園分校（新ひだか町静内ときわ町１丁目１－３５）静内高校裏
◎参加料 無料　◎参加料　無料
◎問合わせ先 静内ペテカリの園 電話 ０１４６－４２－３０７０　◎問合わせ先　静内ペテカリの園　電話　０１４６－４２－３０７０
主催 静内地域療育推進協議会 社会福祉法人静内ペテカリ 新ひだか児童養育相談センター　　主催　静内地域療育推進協議会　社会福祉法人静内ペテカリ　新ひだか児童養育相談センター

静内ベビーホーム 北海道日高保健福祉事務所静内地域保健部　　　　　静内ベビーホーム　北海道日高保健福祉事務所静内地域保健部
共催 新ひだか町立各保育所　　共催　新ひだか町立各保育所
後援 新ひだか町 新冠町 日高町 日高こども療育懇話会 日高特別支援教育研究会　　後援　新ひだか町　新冠町　日高町　日高こども療育懇話会　日高特別支援教育研究会

新ひだか町教育委員会 新冠町教育委員会 日高町教育委員会　　　　　新ひだか町教育委員会　新冠町教育委員会　日高町教育委員会
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�����　日高町立の小学校１年～３年に就学し、保護者が稼働等の為、昼間家庭にいない児童。
�����　・とみかわ児童館　定員４０名　・わかば保育所　定員２０名　・すずらん保育所　定員２０名
���������

　　　　　　・月曜日から金曜日　　　　　　　　　　　下校時から午後５：３０まで
　　　　　　・土曜日（児童館）、休校日、春夏冬休み　　午前９：００から午後５：３０まで
　　　　　　・土曜日（わかば、すずらん保育所）　　　　午前９：００から午後１２：００まで
　　　　　　　※ただし、学校（学年、学級）閉鎖のときは、利用できません。
������施設の閉日は、児童クラブを休止します。
　　　　　　・日曜日、祝日、年末年始（１２月３１日、１月２日から１月５日まで）
������とみかわ児童館児童クラブの利用料は無料。わかば保育所及びすずらん保育所児童クラブはおや
　　　　　　つ代として月額２，０００円となります。工作等に要する材料費等は利用者の実費負担となります。
������利用期間は、利用開始日から翌年３月３１日までとなっています。
������・児童のお迎えは、保護者が行います。
　　　　　　・学校が休みの日は、昼食を用意してください。
　　　　　　・欠席する場合は必ず連絡して下さい。
������３月１日より随時受け付けています。
������役場保健福祉課、両出張所及びとみかわ児童館に備え付けの申請書に、必要事項を記入の上、提出
　　　　　　してください。
�������

�������役場保健福祉課　０１４５６－２－６１８３　　◎とみかわ児童館　 ０１４５６－２－３０４４
　　　　　　　※日高地区の「日高学童保育園仲良しクラブ」につきましては、別途お知らせいたします。
　　　　　　　　（担当:教育委員会生涯学習課　℡０１４５７－６－３８５８）
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　・日高保育所（日高地区）　　　　　　・富川二葉保育所（富川地区）
　・門別わかば保育所（門別本町地区）　・厚賀すずらん保育所（厚賀地区）
���������	
�

　保育所に入所できる児童（小学校就学前の乳幼児）は、その家庭が次のいずれかの事情にある場合です。
　ただし、同居の親族その他の人が保育できる場合は除かれます。
　（１）居宅外で仕事をしていること。
　（２）居宅内で児童と離れて日常の家事以外の仕事をしていること。
　（３）妊娠中であるか、又は、出産後間がないこと。
　（４）求職中であること。
　（５）疾病にかかり若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
　（６）長期にわたり疾病の状態にあるか又は精神若しくは身体に障害を有する親族を常時介護していること。
　（７）震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっていること。
　（８）町長が認める前各号に類する状態にあること。
 　※上記基準内であっても保育所の定員に達したときなどは、入所できない場合がありますのであらかじめ
　　ご承知ください。
　※入所児童数により、一部年齢別クラスを併せて混合保育を実施する場合もありますのでご了承ください。
　申請書は役場保健福祉課、日高総合支所及び各出張所にあります。詳しくは、下記へお問い合わせ下さい。
　◎役場保健福祉課児童家庭係　０１４５６－２－６１８３　◎日高総合支所住民生活課　０１４５７－６－３１７３
　◎役場富川出張所　　　　　　０１４５６－２－０２５５　◎役場厚賀出張所　　　　　０１４５６－５－２１１１
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　　◆登録の基準日

　　　知事選挙は３月２１日、道議選挙は３月２９日です。

　　◆年齢

　　　昭和６２年４月９日までに生まれた方

　　◆転入した方

　　　平成１８年１２月２９日までに日高町に転入届を提出し、引き続き３ヶ月以上居住している方

　　◆転出した方

　　　平成１８年１２月８日以降に転出した方（道外へ転出した方は投票できません。）

　　��������	�
������������������　

　　　※投票時間は、投票所により２時間の繰り上げ（午後６：００まで）のところがありますので、送られて

　　　　くる投票所入場券で確認して下さい。

　　　※投票日当日までに日高町から道内の他の市町村に転出された方が、知事・道議選挙の投票を行うに

　　　　は、転出先の市町村から「引き続き道内の区域に住所を有する旨の証明書」の交付を受け、提示する

　　　　ことが必要となります。

���������	��������	
　　◇投票日当日都合により投票できない方は、期日前投票所で簡単な手続きで投票ができます。

　　　※入場券の裏面の宣誓書に、あらかじめ必要事項を記入しておくと便利です。

　　◇役場で期日前投票・不在者投票ができる期間と場所は次のとおりです。

　　　　３月２３日（道議選は３月３１日から）～４月７日の午前８：３０から午後８：００まで

　　　　日高地区：日高総合支所１階ロビー　／　門別地区：役場本庁舎１階ロビー

　　◇仕事などで他の市町村に滞在中の方は、滞在先の市町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることが

　　　できます。

　　◇指定された老人ホームや病院などに入所・入院している方は、その施設内で不在者投票ができます。

���������	
���������	
�
　　身体障害者手帳、戦傷病者手帳及び介護保険被保険者証の交付を受けている方で一定の基準に該当する

　方には、自宅等で投票できる「郵便等による不在者投票」の制度があります。また、自ら投票の記載ができ

　ない方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出て、代理記載をしてもらうこともできます。

　　※詳しくは選挙管理委員会（０１４５６－２－５１３１）にお尋ねください。
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　◎歩行者の安全ポイント

　　・用件は早く済ませ、明るいうちに帰宅する

　　・夜間外出する時は、夜光反射材を身につける

　　・信号機や横断歩道のあるところを横断する

　◎運転者の安全ポイント

　　・身体機能の衰えを自覚し、余裕のある運転をする

　　・交差点では必ず減速し、安全確認を徹底する

　　・夕暮れ、夜間、降雨時の運転はできるだけ控える
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　○新年を迎え門別・静内両警察署管内で死亡事故が相次いで発生するなど、

　３年連続ワーストワン返上に向け余談を許さない情勢から、今後の交通事

　故防止に向け意見交換が行われた。
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１．全国・全道の交通事故の発生状況（前年対比）
傷 　者 　数死　 者　 数発 生 件 数 区　　分

1,098,119(－58,434) 6,352(－519)886,864(－46,964)全　　国
    33,696(－  1,693)   277(－  25)  26,967(－  1,417)北 海 道

２．門別警察署管内の交通事故の発生状況（前年対比）
物損事故傷　者　数死　者　数発生件数区　　　分
239(－82)  65(＋35)3(＋1)41(＋21)日高

日高町
335(－ 7)  41(－36)3(±0)29(－15)門別
574(－89)106(－  1)6(＋1)70(－  6)計
167(－  3)  32(＋11)0(±0)21(＋  7)平 取 町
741(－92)138(＋10)6(＋1)91(＋13)合　　　計

３．都道府県別死者数（前年対比）
神奈川福 岡静 岡大 阪兵 庫東 京埼 玉千 葉���愛 知都道府県名
 240241242  255256  263  265  266�����  338死 者 数
－12－8－9－13－4－26－57－39���－13前年対比
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19. 1.15 民交通安全の日
 街頭啓発　国道237号

19.1.30 交通死亡事故抑止対策
委員会門別警察署
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　町税等の納付につきましては、なんらかの事情で納期限までに納付できない場合もあると思われます。その
ようなときは、納税通知書等を持参のうえ、税務課・総合支所庶務課及び各収納担当課で納付等についてご相
談してください。
　未納金をそのまま放置しておくと、平成１９年４月１日から実施される��������	
が適用
され、対象となる滞納者の２親等以内の家族全員と代表を務める法人も行政サービス等の制限対象となりま
す。
　また、管内７町が団結して徴収業務を強力に推進するための組織��������	
����
が平成１９年４月１日からスタートします。
　機構では、納税に応じない方や滞納額が高額な方を対象に、町に代わり�������の強制的な滞納
整理を行います。
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　○ジュニアスキー学習を開催
　　１月９～１０日、日高国際スキー場において日高地区Ｊｒクラブと合同でスキー学習を開催しました。富川
　から２４名が参加し、交流を図りながら２日間の学習を終了しました。また、８日夜には、アスリートコース・
　バドミントン参加の子ども達が日高地区バドミントン少年団と合同練習をし、
　交流を図っていました。

　���������
　　バドミントンに続き、小学生バレーボールコースを開設。１４名の子ども達が基
　礎習得に汗を流しています。
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　　延べ４７名が参加し全５回開催、スキーの基礎を学びました。
　　運営委員会より３月１１日（日）１０時から１２時まで、日高国際スキー場において、
　冬季うさっぷスポーツ交流大会を開催いたします。
　　内容は、子どもからお年寄りまでが幅広く交流できるようなレクリエーショ
　ンを考えています。親子で参加できる種目や、お年寄りだけのゲームなど、５種
　目程度を考えています。昼食は、みんなでジンギスカンをしながら交流したいと
　思いますので、ぜひ、たくさん参加していただきたいと思います。詳しくは、町内
　各団体や、会報を通じてお知らせいたします。
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　　幌尻岳は、日高山脈襟裳国定公園及び日高山脈中央部森林生態系保護地域に指定されています。国定公園

　として公園計画書が作成されていますが１９８１年の策定以来、改訂がなされていません。

　　また、森林生態系保護地域としては一昨年、保全利用地区の施設整備事業として幌尻山荘にバイオトイレ

　が整備されました。

　　このように保護及び利用に関する規制と整備が行われています。しかしながら、山岳環境と利用実態に対

　応できているとはいえない状況にあり、幌尻岳登山にかかる機関、団体、研究者による継続的な検討組織であ

　る幌尻岳山岳環境検討委員会では、改善策を講ずるための新たな持続可能な利用方針が必要であるとの結論

　に至っております。

　　そこで幌尻岳に関心のある町民・登山者・関係者が一堂に会し、ＲＯＳという手法を用いて施設・自然らし

　さ・安全対策などを踏まえた利用と整備方針のたたき台をつくることを目的にフォーラムを開催します。

�������������������������������������������������������　　��������	


�������������������������������������������������������（依頼予定）

　　北海道日高支庁　日高北部森林管理署　日高南部森林管理署　日高町　平取町　新冠町　日高町山岳会

　　平取町山岳会　新冠山岳会　社団法人日本山岳会北海道支部　北海道山岳連盟　北海道道央地区勤労者

　　山岳連盟　山のトイレを考える会　北海道山岳ガイド協会　ＮＰＯ法人北海道アウトドア協会

������������������������������������������������������������������　　����������	�
��������������������

������������������������������������������������������������������　　��������	
��（平取町本町）
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　　・地域住民、山岳愛好者、行政関係者、その他

　　・定員はありません。当日の飛び入り参加も受付ますが、できる限り事前にお申込ください。

�������������������������������������������������������　１００円（資料代として）

�������������������������������������������������������

　　��������	
　１０：００～１０：４０

　　　・幌尻山荘バイオトイレ設置事業　　　日高北部森林管理署

　　　・幌尻山荘小型水力発電設備設置事業　平取町役場

　　　・幌尻岳汚染物質除去事業　　　　　　日高山脈ファンクラブ

　　��������	
�����������������　１０：４０～１１：００

　　　・日高山脈ファンクラブ事務局より説明

　　����������������	
�����������������１１：００～１２：００　１３：００～１４：００

　　　・グループ（幌尻岳を取り巻く登山ルートごと）に分かれ、施設・自然らしさ・安全対策などを踏まえた利

　　　  用・整備方針のたたき台をつくります。

　　��������	
������������１４：１０～１５：００

　　　・各グループの報告を受け、全体で討議します。フォーラムで作成された方針は、次回開催の山岳環境検

　　　  討委員会で深め、ゆくゆくは現在ある国定公園計画が改訂されるときの参考にしていただこうと考え 

　　　  ています。

������������������������������������������������������������������

　　３月１０日（土）までに下記事務局へ名前・所属・連絡先を明記の上、郵送・ＦＡＸまたはメールでお申込くだ

　　さい。

��������������������������������������������������������������������������������										
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　　　〒079-2303  沙流郡日高町栄町東２　高橋健方　日高山脈ファンクラブ事務局

　　　　TEL＆FAX　０１４５７－６－３６３０　　E‐mail　taken@pop21.odn.ne.jp
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※１階とは一般に、直接地上に通ずる出入口のある階をいいます。しかし、住宅が斜面に建てられるなど、
１階以外の階から直接地上へ避難できる出入口がある場合は、その階を１階とみることができます。

������ �������

　国の技術基準に適合し、日本消防
検定協会の検査に合格した製品をお
すすめします。
　合格した製品には、日
本消防検定協会の「鑑定」
マークがついてます。※詳しい取付方法は、取扱説明書をご参照下さい。
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オレオレ詐欺や架空請求に代表される悪徳商法等の手口を紹介します。オレオレ詐欺や架空請求に代表される悪徳商法等の手口を紹介します。被害を未然に防ぎましょう！被害を未然に防ぎましょう！
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【最近の手口】【最近の手口】
◆「総合消費料金未納分」や「電子消費料金未納分」といった名目で、あえて債権内容を特定せずに請求はがきを
　送ってくるものが急増しています。これらは、請求の文面に具体的な請求の内訳、具体的な金額は明示してい
　ないものがほとんどです。身に覚えがなく、不安になって問い合わせるという消費者心理を狙ったものです。
◆「支払わないと裁判手続き」「財産の差し押さえ」「ブラックリストに登録」など、脅しめいた文言で不安にさせ
　電話をかけさせて専門用語等を巧みに織り交ぜ信用させて、裁判取り下げ費用や弁護士費用名目で、数万円
　～数十万円の請求をするケースがあります。一度支払ってしまうと次々請求される場合や、支払うつもりが
　なくても会社や自宅の電話番号など新たな個人情報を聞き出されることもあります。
　これらのほとんどは、何らかの名簿を悪用して不特定多数に請求している架空請求が多いと思われます。
【対処方法】【対処方法】
◆身に覚えのない請求に対して応じる必要は一切ありません。支払わずに無視してください。また、こちらから
　問い合わせたりすると脅しめいた請求をされたり、新たな個人情報を漏らすことになりかねませんのでご注
　意下さい。
◆「法務省認可法人」「財務省管轄支局」「財務管理局」など公的機関のような表現に惑わされないでください。ほ
　とんどのケースが虚偽記載で、各省庁でもそのような法人は存在しないと注意喚起を行っています。
◆「最終通告書」「最終通達」等となっていますが、初めて届くのに「最終」とはおかしな話しです。また、「総合消
　費料金未納分」などと書かれているものも多く見られますが意味不明です。「総合消費者民法特例法」などと
　いう法律もありません。「訴訟の正当性を確認する機関」とありますが、そのような機関は存在しません。一見
　もっともらしい文面ですが惑わされないでください。
◆「裁判取り下げ最終期日」が「本書到達後３営業日以内」であったり、届いた日の翌日など短い期間となってい
　ますが、消費者の不安を煽り混乱させることが目的であり、焦る必要は全くありません。
◆脅迫や悪質な取り立てを受けた場合、万一支払ってしまったときは警察へ相談してください。

－消費生活に関する問い合わせ－－消費生活に関する問い合わせ－
北海道立消費生活センター ０５０－７５０５－０９９９北海道立消費生活センター　　　　　　　　　０５０－７５０５－０９９９
日高町役場（本庁舎）企画商工課商工観光係 ０１４５６－２－６１８１日高町役場（本庁舎）企画商工課商工観光係　０１４５６－２－６１８１

（総合支所）経済振興課観光係 ０１４５７－６－２００８　　　　　（総合支所）経済振興課観光係　　０１４５７－６－２００８
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モ
ニ
タ
ー
区
間
か
ら
お
お
む
ね
５
㎞
以
内

に
居
住
す
る　

歳
以
上
の
健
康
な
方
で
、沙

２０

流
川
に
接
す
る
機
会
が
多
く
、河
川
愛
護
に

関
心
を
お
持
ち
の
方

�
�
�
�
�

　

沙
流
川
に
関
す
る
河
川
の
利
用
、河
川
の

環
境
、河
川
の
愛
護
活
動
等
の
各
種
の
情
報

や
そ
の
他
の
地
域
情
報
等
を
月
１
回
程
度
報

告
し
て
い
た
だ
く
仕
事
で
す
。

�
�
�
�
�
�
�

　

日
高
町
沙
流
川
河
口
か
ら
日
高
町
平
賀

（
平
取
町
と
の
境
界
）ま
で

�
�
�
�
�
　

１
名

�
�
�
　

平
成　

年
５
月
１
日
〜
平
成　

年

１９

１９

　

月　

日
ま
で
の
６
ヶ
月
間

１０

３１

�
�
�
    
月
額
２，
３
２
０
円

�
�
�
�
�

　

応
募
御
希
望
の
方
は
、官
製
ハ
ガ
キ
に
住

所
、氏
名
、生
年
月
日
、職
業
、電
話
番
号
を
記

入
し
、「
河
川
愛
護
モ
ニ
タ
ー
希
望
」と
明
記

の
上
、左
記
ま
で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　

〒
０
５
１－

８
５
２
４

　

室
蘭
市
入
江
町
１
番
地　
１４

　

室
蘭
開
発
建
設
部　

管
理
課

　
　
「
河
川
愛
護
モ
ニ
タ
ー
」募
集
係

�
�
�
�
�

　

平
成　

年
３
月
１
日（
木
）

１９

　

〜
平
成　

年
３
月　

日（
金
）必
着

１８

３０

�
�
�
�
�

　

応
募
者
多
数
の
場
合
は
、室
蘭
開
発
建
設

部
に
お
い
て
選
考
を
行
い
、結
果
に
つ
き
ま

し
て
は
各
応
募
者
に
通
知
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�

　

北
海
道
開
発
局　

室
蘭
開
発
建
設
部

　

管
理
課　

河
川
ス
タ
ッ
フ
ま
で

　

℡（
０
１
４
３
）２
２－

９
１
７
１

　
　

内
線（
３
４
７
）

　
�
（
０
１
４
３
）２
５－

１
６
５
１

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
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国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困

難
な
方
に
は
免
除
等
制
度（
全
額
免
除
、一
部

納
付（
一
部
免
除
）、若
年
者
納
付
猶
予
、学
生

納
付
特
例
）が
あ
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
を
未
納
に
し
て
お
く

と
、将
来
の
年
金
額
が
減
額
さ
れ
た
り
、受
け

取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
だ
け
で
な
く
、

障
害
年
金
や
遺
族
年
金
も
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、納

付
が
困
難
な
場
合
に
は
、免
除
等
制
度
が
利

用
で
き
ま
す
が
、免
除
等
制
度
は
本
人
、配
偶

者
、世
帯
主
の
前
年
の
所
得
状
況
を
審
査
し

た
う
え
で
決
定
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、失
業
な
ど
を
理
由
に
免
除
を
申

請
さ
れ
る
場
合
に
は
失
業
し
た
こ
と
が
わ
か

る
公
的
機
関
の
証
明（
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
・
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
等
の
写

し
等
）を
添
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、失
業
さ
れ

た
方
の
所
得
審
査
が
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
役
場
の
国
民
年
金
担
当
窓
口
ま

た
は
苫
小
牧
社
会
保
険
事
務
所
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�

　

日
高
町
役
場
住
民
課
年
金
係　
　
　
　
　

　
　

℡
０
１
４
５
６－

２－

６
１
８
２

　

日
高
総
合
支
所
住
民
生
活
課
住
民
福
祉
係　

　
　

℡
０
１
４
５
７－

６－

３
１
７
３

　

苫
小
牧
社
会
保
険
事
務
所　
　
　
　
　
　

　
　

℡
０
１
４
４－

３
６－

６
１
３
１

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

社
会
保
険
事
務
所
よ
り
専
門
員
が
来
町

し
、年
金
に
関
す
る
皆
様
の
ご
相
談
を
お
聞

き
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、年
金

に
つ
い
て
の
ご
不
明
な
点
、疑
問
に
思
っ
て

い
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、お
気
軽
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。

�
�
�
　

３
月　

日（
月
）　

時
〜　

時

１９

１０

１６

�
�
�
　

富
川
公
会
堂
２
Ｆ
大
会
議
室

�
�
�
�
�
�
�
�
	



�
�
�
�
�
�
�
�
	



�
�
�
�
�
�
�
�
	

�
�
�
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郵
便
の
営
業
時
間
外
窓
口（
ゆ
う
ゆ
う
窓

口
）の
取
扱
い
に
つ
い
て

�
��
�

　

平
日
８
時
〜
９
時
、　

時
〜　

時
、土
曜
日

１７

１８

８
時
〜　

時
、日
曜
日
・
休
日
９
時
〜　

時　

１７

１２

３０

分
に
開
設
し
て
お
り
ま
し
た
が
、郵
便
の
営

業
時
間
外
窓
口
は
今
後
、設
け
な
い
こ
と
と

い
た
し
ま
す
。

�
��
�
�

　

平
成　

年
２
月　

日（
月
）

１９

２６

�
��
�
�
�
�
�

　

町
内
各
郵
便
局
の
中
に
配
達
や
集
荷
を
専

門
に
行
う「
日
高
・
富
川
・
門
別
各
配
達
セ
ン

タ
ー
」を
設
置
し
ま
す
。

①
ご
不
在
で
お
受
け
取
り
い
た
だ
け
な
か
っ

た
郵
便
物

　

ご
不
在
だ
っ
た
翌
日
以
降
、毎
日「
配
達
セ

ン
タ
ー
」か
ら
配
達
に
お
伺
い
し
ま
す
。

　

事
前
に
ご
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
、窓
口
営

業
時
間
内
で
あ
れ
ば
、今
ま
で
ど
お
り
郵
便

局
の
窓
口
で
お
受
け
取
り
い
た
だ
け
ま
す
。

②
ゆ
う
パ
ッ
ク
の
ご
利
用

　

ご
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば「
配
達
セ
ン
タ
ー
」

か
ら
集
荷
に
伺
い
ま
す
。ま
た「
ゆ
う
パ
ッ
ク

取
扱
所
」も
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

�
�
�
�
�

　

日
高
郵
便
局

　
　

℡
０
１
４
５
７－

６－

２
１
５
０

　

富
川
郵
便
局

　
　

℡
０
１
４
５
６－

２－

０
４
６
０

　

門
別
郵
便
局

　
　

℡
０
１
４
５
６－

２－

５
３
５
０



����

�
�
�
�
�
�
�
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�
�
�
�
�
�
�
�
	

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

　

内
閣
府
で
は
、日
本
と
世
界
各
国
の
青

年
と
の
交
流
を
通
し
て
、相
互
理
解
と
友

好
を
深
め
、広
い
国
際
的
視
野
と
国
際
協

調
の
精
神
を
身
に
付
け
た
次
代
を
担
う
に

ふ
さ
わ
し
い
青
年
を
育
成
す
る
た
め
、青

年
国
際
交
流
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
、平
成　

年
度
に
実
施
す
る「
国
際

１９

青
年
育
成
交
流
」（
８
〜
９
月
）「
日
本
・
中

�
�
�
�
��
�
�
	
�

�
�


�
�
�
�
��
�
�
	
�

�
�


　

日
高
国
保
病
院
で
は
、病
院
に
お
け
る
夜

警
員
を
募
集
し
て
お
り
ま
す
。希
望
者
は
、期

日
ま
で
に
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
　
　

夜
警
員　

１
名

�
�
�
�
�
�

　

特
に
資
格
等
は
問
わ
な
い
が
、雇
用
時
に

お
い
て
概
ね　

歳
以
下
の
健
康
な
方
で
町
内

６５

在
住
者
。

�
�
�
�
�
�

　

・
院
内
巡
視
／
ボ
イ
ラ
ー
等
管
理
事
務
／

　

受
付
／
そ
の
他

　

・
月
曜
日
〜
土
曜
日

　

・
午
後
５
時
〜
午
前
８
時　

分
う
ち
休
憩

３０

　

時
間
１
時
間（
仮
眠
時
間
８
時
間
）　
　
　

　

・
賃
金　

日
額
６，
１
０
０
円

　
　
　
　
　
（
期
末
手
当
有
）

　

・
社
保
、雇
用
保
険
、労
災
保
険
加
入

�
�
�
�
�
　

平
成　

年
３
月
９
日（
金
）　

１９

　
　
　
　
　
　
（
郵
送
当
日
消
印
有
効
）

�
�
�
�
�
　

履
歴
書（
市
販
）写
真
添
付

�
�
�
�
�
�
�
�

　

平
成　

年
４
月
１
日
〜
平
成　

年
３
月　

日

１９

２０

３１

　
（
以
後
勤
務
成
績
に
よ
り
更
新
有
）

�
�
�
�
�

　

書
類
選
考
の
上
、後
日
面
接
日
通
知
す
る
。

�
�
�
�
�
�

　

日
高
国
保
病
院

　

℡
０
１
４
５
７－
６－

２
１
５
５

�
�
�
�
�
�
�
�
	


��

�
�
�
�
�
�
�
�
	


��

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

国
立
日
高
青
少
年
自
然
の
家
で
は
、左
記

の
と
お
り
非
常
勤
職
員
を
募
集
し
ま
す
の
で

採
用
希
望
の
方
は
、市
販
の
履
歴
書
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、お
申
し
込
み
下
さ
い
。

�
�
�
：
技
術
補
佐
員

(
)

　
　
　
　
 
非
常
勤
・
パ
ー
ト
タ
イ
ム
職
員 

�
�
�
�
�
：
１
名

�
�
�
：　

歳
〜　

歳

２０

５５

�
�
�
：
時
給　
　

〜
１，
０
０
０
円
程
度

７００

�
�
�
�
�
：
平
成　

年
４
月
１
日
〜
平
成

１９

　
　

年
３
月　

日（
契
約
更
新
の
場
合
有
り
）

２０

３１

�
�
�
�
�
：
主
に
所
内
の
宿
泊
棟
の
生
活

　

環
境
維
持（
寝
具
等
の
整
理
整
頓
、点
検
及

　

び
補
修
等
並
び
に
宿
泊
棟
清
掃
等
）

�
�
�
�
�
：　

時
〜　

時（
実
働
４
時
間
）

１０

１５

�
�
�
：
土
曜
日
、日
曜
日
、祝
日
、年
末
年

　

始（　

／　

〜
１
／
３
）

12

29

�
�
�
：
一
定
の
条
件
の
下
で
、採
用
日
よ

　

り
６
ヶ
月
後
に　

日
間
付
与

１０

�
�
�
�
�
：
平
成　

年
３
月
９
日（
金
）

１９

�
�
�
：
平
成　

年
３
月
中
旬
予
定

１９

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

国
立
日
高
青
少
年
自
然
の
家

　

事
業
支
援
課
総
務
係（
担
当
：
三
橋
）

　

〒
０
７
９－

２
３
１
５

　

沙
流
郡
日
高
町
字
富
岡

　

℡
０
１
４
５
７－

６－

２
９
５
４

　
　
（
総
務
係
直
通
）

　
�
０
１
４
５
７－

６－

３
９
３
４

��������������������������������������������������������������������������������										
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　◎建設年度等
　　平成１８年度　二階建ての一階（２ＬＤＫ１戸）
　　　　　　　　二階建ての二階（３ＬＤＫ４戸）
　◎入居予定　平成１９年４月１日から
　◎家賃　２０，１００円～５８，４００円（２ＬＤＫ）
　　　　　２５，５００円～７０，０００円（３ＬＤＫ）
　◎リース料
　　オール電化により別途リース料が入居者負担となります。
　　・月額（５，８８０円から６，７２０円２ＬＤＫ）
　　・月額（７，０３５円から７，８７５円３ＬＤＫ）
�����

���������	
���������
��

�����

　◎日高町役場管財建築課（℡01456－2－６１８７）
　◎富川出張所（℡01456－2－0255）
　◎厚賀出張所（℡01456－5－2111）
　◎日高総合支所施設整備課（℡01457－6－２０２４）
����

　入居の資格については、収入基準等の制約がありますので、詳細
については役場管財建築課又は各出張所へおたずねください。

�

�

�

�

��������������������������

��������������������������
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

国
青
年
親
善
交
流
」（
８
〜
９
月
）「
日
本
・
韓

国
青
年
親
善
交
流
」（
９
月
）「
世
界
青
年
の

船
」（
平
成　

年
１
〜
３
月
）「
東
南
ア
ジ
ア
青

２０

年
の
船
」（　

月
〜　

月
）の
参
加
青
年（　

〜

１０

１２

１８

　

歳
を
対
象
）を
募
集
し
て
い
ま
す
。

３０
　

詳
細
に
つ
い
て
は
、内
閣
府
政
策
統
括
官

（
共
生
社
会
政
策
担
当
）付
国
際
交
流
第
１
担

当
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

℡
０
３－

３
５
８
１－

１
１
８
１

http://w
w
w
.cao.go.jp/koryu/
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�
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�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
　

様

は
平
成　

年　

月
１
日
、道
の
駅「
樹
海
ロ
ー
ド

１８

１２

日
高
」に
日
勝
峠
の
道
路
画
像
を
視
聴
で
き
る

よ
う
に
す
る
た
め
、三
菱
液
晶
デ
ィ
ス
プ
レ
イ

及
び
周
辺
配
線
を
寄
付
さ
れ
ま
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
　

様

は
平
成　

年　

月　

日
、日
高
国
民
健
康
保
険

１８

１２

２０

病
院
へ
患
者
待
合
ホ
ー
ル
用
と
し
て
大
型
液
晶

テ
レ
ビ
１
台
、衛
星
放
送
等
受
信
装
置
一
式
を

寄
付
さ
れ
ま
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	



�
�
�
�
�
��
�
�
�
��
様

は
平
成　

年　

月　

日
、社
会
福
祉
基
金
寄
附

１８

１２

２１

金
と
し
て
金
１
０
０，
０
０
０
円
を
寄
付
さ
れ

ま
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
��
�
�
�
　

様

は
平
成　

年
１
月　

日
、社
会
福
祉
費
寄
附
金

１９

２９

と
し
て
金
５
０
０，
０
０
０
円
を
寄
付
さ
れ
ま

し
た
。

◇
日
高
寺　

壇
信
徒
一
同
様（
富
川
東
）金
一
封

　

以
上
老
人
ホ
ー
ム
施
設
運
営
基
金
寄
附
金
と

し
て
日
高
町
へ

◇
濱
田
秀
樹
様（
富
川
西
）金
一
封　

以
上
教
育

振
興
基
金
寄
附
金
と
し
て
日
高
町
へ

◇
松
平
て
る
ゑ
様（
豊
郷
）金
一
封　

以
上
門
別

国
民
健
康
保
険
病
院
へ

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�

　

ま
き
や
石
炭
等
の
ス
ト
ー
ブ
か
ら
排
出
さ

れ
る
灰
や
ス
ス
に
は
、ダ
イ
オ
キ
シ
ン
な
ど

の
有
害
な
成
分
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、人
体（
排
出
者
、収
集
作
業
員
）や
環
境

に
対
し
て
負
荷
を
な
く
す
た
め
、次
の
よ
う

に
排
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
灰
や
ス
ス
は
水
で
湿
ら
せ
る
か
、ま
た
は

湿
ら
せ
た
新
聞
紙
等
に
包
ん
で
か
ら
、ビ

ニ
ー
ル
袋
に
入
れ
て
結
び
口
を
完
全
に
閉
じ

て
か
ら
排
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
ご
み
を
出
す
と
き
は
、収
集
作
業
員
が
中

身
を
判
断
で
き
る
よ
う
に「
灰
」「
ス
ス
」の
表

示
を
必
ず
し
て
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

��◎
こ
こ
数
年
、町
内
で
の
油
流
出
事
故
が

増
え
て
い
ま
す
。原
因
は
主
に
ホ
ー
ム
タ

ン
ク
の
配
管
か
ら
の
灯
油
流
出
と
な
っ
て

い
ま
す
。こ
れ
ら
の
事
故
を
防
ぐ
た
め
に

次
の
点
に
注
意
し
て
防
止
に
努
め
て
下
さ

い
。

・
落
雪
か
ら
給
油
管
を
保
護
し
た
り
、給
油

管
の
場
所
が
わ
か
る
よ
う
に
し
て
破
損
防

止
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

・
ホ
ー
ム
タ
ン
ク
等
の
点
検
を
し
ま
し
ょ

う
。（
配
管
等
の
腐
食
・
亀
裂
が
な
い
か
、灯

油
の
減
る
量
が
異
常
で
な
い
か
、油
の
臭

い
が
し
な
い
か
、油
膜
が
浮
い
て
い
な
い

か
等
）

・
ホ
ー
ム
タ
ン
ク（
配
管
等
含
む
）を
設
置

す
る
場
合
は
消
防
署
の
指
導
を
受
け
る
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

◎「
原
因
者
負
担
」に
つ
い
て

    
流
出
し
た
油
が
、地
下
に
浸
透
し
た
り

河
川
等
に
流
出
す
る
と
、水
質
汚
染
や
農

業
被
害
、人
の
健
康
に
も
影
響
を
与
え
る

お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。そ
の
た
め
、河
川
で

の
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
、油
吸
着
マ
ッ
ト
の

設
置
・
回
収
・
処
理
や
汚
染
土
壌
の
撤
去
・

処
理
な
ど
を
行
い
ま
す
。こ
れ
ら
の
処
理

費
用
は
、灯
油
十
数
リ
ッ
ト
ル
で
約
４
〜

　

万
円
か
か
る
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

５０こ
の
費
用
に
つ
い
て
は
事
故
を
起
し
た
人

（
原
因
者
）が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
の
で
、十
分
注
意
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

◎
万
が
一
、油
の
漏
え
い
に
気
づ
い
た
ら
、速

や
か
に
左
記
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

　

日
高
西
部
消
防
組
合
消
防
署

　
　

℡
0
1
4
5
6－

2－

1
5
2
1

　

日
高
西
部
消
防
組
合
消
防
署
日
高
支
署

　
　

℡
0
1
4
5
7－

6－

2
2
4
4

　

日
高
町
役
場
総
務
課

　
　

℡
0
1
4
5
6－

2－

5
1
3
1

　

日
高
総
合
支
所
庶
務
課

　
　

℡
0
1
4
5
7－

6－

2
0
0
1

◇
阿
部
水
産
代
表　

阿
部
登
志
夫
様（
厚
賀
町
）

鮭
・
し
し
ゃ
も
多
数
◇
高
田
穣
様（
富
川
東
）み

か
ん
多
数
◇
笠
原
美
津
江
様（
清
畠
）み
か
ん
多

数
◇
木
瀬
呉
服
店
様（
富
川
北
）ジ
ュ
ー
ス
多
数

◇
笠
原
勉
様（
富
川
南
）ジ
ュ
ー
ス
多
数
◇
西
村

京
子
様（
門
別
本
町
）タ
オ
ル
多
数
◇
工
藤
ム
メ

様（
門
別
本
町
）み
か
ん
多
数
◇
コ
ス
モ
の
会
代

表　

竹
中
ユ
キ
様（
富
川
西
）雑
巾
多
数
◇
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
つ
く
し
の
会
会
長　

高
柳
久
美
子
様

（
富
川
北
）雑
巾
多
数
◇
春
木
孝
之
様（
札
幌
市
）

み
か
ん
多
数
◇
春
木
一
博
様（
緑
町
）バ
ナ
ナ
多

数
◇
小
岩 

様（
豊
郷
）古
布
多
数
◇
中
村
聖
子

様（
厚
賀
町
）皮
む
き
リ
ン
ゴ
多
数　

以
上
老
人

ホ
ー
ム
門
別
長
生
園
得
陽
園
へ

◇
遠
藤
孝
子
様（
富
川
南
）ヨ
ー
グ
ル
ッ
ペ
多
数

◇
富
川
ひ
ば
り
幼
稚
園
年
長
組
様（
富
川
北
）遊

戯
等
慰
問
◇
鈴
木
シ
マ
様（
門
別
本
町
）み
か
ん

多
数
◇
渋
谷
輝
雄
様（
富
川
東
）ボ
ッ
ク
ス

テ
ィ
ッ
シ
ュ
多
数
◇
矢
作
ナ
ヲ
ヱ
様（
門
別
本

町
）甘
酒
多
数　

以
上
介
護
老
人
保
健
施
設
門

別
愛
生
苑
へ

◇
藤
本
真
子
様（
富
川
北
）金
一
封
◇
杉
内
正
秀

様（
富
川
南
）金
一
封
◇
渋
谷
タ
ミ
子
様（
門
別

本
町
）金
一
封
◇
小
松
清
子
様（
正
和
）一
般
寄

付
◇
坂
東
進
様（
清
畠
）金
一
封
◇
高
橋
徳
次
様

（
日
高
）金
一
封
◇
渋
谷
輝
雄
様（
富
川
東
）金
一

封
◇
冨
永
哲
史
様（
厚
賀
町
）金
一
封
◇
横
山
進

様（
栄
町
東
）金
一
封
◇
渡
邉
隆
夫
様（
富
川
東
）

一
般
寄
付
◇
島
田
稔
一
様（
本
町
東
）金
一
封
◇

佐
藤
敏
江
様（
富
川
西
）金
一
封
◇
三
好
勉
様

（
富
川
西
）金
一
封
◇
濱
田
満
智
子
様（
富
川
西
）

金
一
封　

以
上
日
高
町
社
会
福
祉
協
議
会
へ



����

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����������������

�������

　２８日（水）　富川公会堂

　＊対象は、平成１８年３、５、８、１１月生まれの赤ちゃん
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　１３日（火）　門別ふれあいセンター

　１５日（木）　サンポッケ

����������	


���日（火）　門別ふれあいセンター

　１９日（月）　日高老人福祉センター

�����

�〈三種混合〉

　６～８日　門別国保病院

　１２、１４日　鎌田病院

　１２、１３日　日高国保病院

　〈麻しん・風しん混合〉

　２８、２９日　鎌田病院

　〈ＢＣＧ〉

　３１日（水）　富川公会堂

������������������������
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　◎対象は、精神的な不安や悩みがある方です。

　〈日時〉３月２日（金）　１３：３０～１５：３０

　〈場所〉静内保健所

　　　　新ひだか町静内こうせい町２丁目８－１

　＊予約制ですので２月２６日（月）までに申し込み　

　をしてください。（月１回開催予定です。）
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　◎対象は、精神障がい者の家族です。

　〈日時〉３月５日（水）　１３：３０～

　〈場所〉静内保健所

　　　　新ひだか町静内こうせい町２丁目８－１

　＊２月２８日（水）までに申し込みをしてください。

��������	
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　　静内保健所健康推進課主査または保健師

　　℡０１４６－４２－０２５１
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ホームページ http://www.town.hidaka.hokkaido.jp

Ｅメール info@town.hidaka.hokkaido.jp

平成１９年２月２３日発行
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　開館時間　　１０：００～１５：００（１１～３月）
　�休館日　　毎週月曜日（祝日の場合は翌火曜）
　�お問合せ　日高山脈館　０１４５７－６－９０３３
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　開館時間　　９：００～２１：００
　�休館日　　毎週月曜日
　�お問合せ　教育委員会分室生涯学習課
　　　　　　　０１４５７－６－３８５８

��������	
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<スポーツセンター>
　１１日（日）第５７回ミニバレーボール大会
　　　　　　町内混合バレーボール大会
　１７日（土）全日高高校バドミントン大会
　１８日（日）第２４回町内会長杯バドミントン大会
　２１日（水）町民芸術鑑賞事業（スプリングコンサート）
　�開館時間　９：００～２１：００
　�休館日　　５日・１２日・１９日・２６日

<福祉センター>
　７日（水）町民芸術鑑賞事業
　　　　　　（シャンソン夕べ荒井洸子リサイタル）
　�開館時間　９：００～２１：００
　�お問合せ　教育委員会　０１４５６－２－２４５１

平成１９年１月末現在平成１９年１月末現在 

外国人登録外国人登録世帯数世帯数女女男男人 口人　口

５３人５３人６，６５１世帯６，６５１世帯７，２７９人７，２７９人７，１８８人７，１８８人１４，４６７１４，４６７人人今月の人口今月の人口

（△１１）（△１１）（△１６）（△１６）（△５）（△５）（△２７）（△２７）（△３２）（△３２）前月対比前月対比
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　開館時間　　１０：００～１７：００
　�休館日　　毎週月曜日
　�お問合せ　日高図書館郷土資料館
　　　　　　　０１４５７－６－２４６９
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　１日（木）　ひなまつり
　８日（木）　キラキラチャレンジ
　９日（金）　児童クラブ工作会
　１５日（木）　おりがみクラブ
　２２日（木）　カレンダーづくり
　２９日（木）　ぬりえの日
　�開館時間　９：００～１７：００
　�休館日　　４日・１１日・１８日・２１日・２５日
　�お問合せ　とみかわ児童館　０１４５６－２－３０４４
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　１１日（日）　１９：００～
　　　～クラシック・ミュージカルからポップスまで～
　　　　「金澤博コンサート」
　１３日～４月８日（日）
　　　　第４回企画展「税の始まり」～地租創定御請から～
　�開館時間　火～金　１０：００～１８：００
　　　　　　　土・日　１０：００～１７：００
　�休館日　　5日・１２日・１9日・２1日・2６日・31日
　�お問合せ　門別図書館郷土資料館　０１４５６－２－３７４６

札幌弁護士会 ��������	
��

　クレジット・サラ金・交通事故・離婚・相続・賃貸
借・おとなりとのトラブル・・・などなど何でもお気
軽にご相談ください。
　３月の相談日・・・６日（火）　・７日（水）
　　　　　　　　　・１３日（火）　・１４日（水）
　　　　　　　　　・２７日（火）　・２８日（水）
□事前予約制　℡０１４６－４２－８３７３
□予約受付　　平日の午前１０時から午後４時まで
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